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平成26年1月～12月までに締結された賃借料水準は以下のとおりです。場所・作付作物などによって金額
に差があります。あくまで参考金額ですので契約にあたっては、貸し手借り手双方の信頼関係に基づき、十分
話し合いの上決めてください。

合志市農地賃借料情報

今回の表紙
養鶏を始めて50年３代続く養鶏農家。自然環境に恵まれた竹林の澄

んだ空気の中で約１万羽の鶏を育て卵を生産している㈱緒方エッグ
ファームの緒方克也・幸代さん夫妻（弘生）です。
飼育環境、餌にとことんこだわり鶏を健康に育て、安全で質の高い

卵をふんだんに使った「かぐや姫たまごのかすてら」などは高い評価
を得ています。近年はフランスの亜麻種子から作った機能性油脂（オ
メガ３）を飼料に導入し、人間の健康維持に必要な成分が豊富で栄養
価の高い「オメガ３たまご」の生産にも取り組んでいます。
「家畜を健康に育てることで安心・安全でおいしい卵が育ち、卵を
食べる人間も健康になる。」と克也さん。健康な卵づくりを目指すお２
人はパワーに溢れ輝いていました。
※オメガ３：魚油に含まれているＤＨＡやＥＰＡ、エゴマや亜麻種子などの植物油

に含まれているα－リノレイン酸などの脂肪酸の総称。

主な内容（Ｐ２～）
・新規就農者紹介・新規就農奨励事業・青年就農給付金事業・農地の貸し借り売買
・全国農業新聞・農地賃借料情報・申請スケジュール・女性アドバイザー視察・農業女性研修会

農業委員会申請関係スケジュール

あ  ま しゅ し

あ　ま しゅ し

「かぐや姫たまごのかすてら」
「かぐや姫たまご」
「鶏肉ソーセージ」
「ナチュラルオメガ３プレミアムたまご」

（金額は１０ａ当たり）

農地を売買・貸借するとき（3条申請・基盤強化）や、農地転用（4条申請・5条申請）などをするとき
は許可が必要です。申請の締め切り日や許可までのスケジュールは以下のようになっております。

日 程
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現地調査毎月 24日

農業委員会総会毎月 25日

県へ進達 公　告許可書交付月　末

許可書交付翌月末

４条 ５条 基盤強化３条

※締め切り日以降に申請があった場合の
　審議は翌月になります。
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とき

他人名義の農地を買ったり
借りたりして転用するとき

専業農家が規模拡大の為に
農地を売買・貸借するとき

農地を売買・貸借するとき

※日程はあくまで目安で、前後することがあります。
※市街化区域内の届出は随時受け付けております。（受理通知には、受付日から 10 日程度かかります。）
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農業女性アドバイザー先進地視察研修
天草市・苓北町

人生はチャレンジ！
～農業女性研修会～

合志市

第18号
平成27年3月19日発行農業委員会だより



農地の貸し借り・売買について
農地（田・畑）は誰でも借りたり、買ったりすることはできません。
農業委員会への申請と許可が必要です。
農業委員会の許可がなければ、農地を買っても登記ができません。

農地を借りたり、買ったりできる人の条件

さらに　売買する農地が　農業振興地域農用地区域に含まれる区域

届出に必要な書類

①　農地のすべてについて耕作すると認められること
②　耕作など必要な農作業に常時従事すると認められること
③　50ａ（＝５反＝5,000 ㎡）以上耕作すること
　　※農業生産法人（要登録）も賃借・売買ができます。
　　　また、農業生産法人以外の法人、農作業常時従事以外の個人も条件付きで賃貸借できます。

①　あっせん譲受等候補者名簿に登録されている
②　認定農業者、農業生産法人（認定農業者）
③　経営面積が基準の 225ａ以上など

①　農地を売った人は、税金（譲渡所得税の 800万円まで）の特別控除が受けられます。
②　所有権移転登記が嘱託登記ですることができ、登記費用が安くすみます。（嘱託登記
手数料　１筆 3,000 円　印紙代など）

③　農地を買った人は、不動産取得税の１／３が控除されます。

農地を買う人が

※詳しくは農業委員会事務局までお尋ねください。

であれば農業経営基盤強化促進法による優遇措置を受けることができます。

農業情報をよりわかりやすくお届けします。
人づくり、地域づくり、経営などのお役に立ちます。
・発行日　毎週金曜日
・購読料　１ヵ月 700円
・申し込みは農業委員会事務局まで

全国農業新聞を購読しませんか！

●●

●

農業の明日を担う　～新規就農者紹介～

新規就農奨励事業

　１月22日に新規就農者激励会および就農奨励金交付式を行ないました。市長、市議会文教経済常任委員会
青木委員長、農業委員会森会長などから激励を受けました。平成26年度の新規就農者は３人です。皆さんの
熱い思いを紹介します。

浦川　美香さん（上庄）　（ナス・露地野菜）　　
　４年半ほど親の仕事を手伝い、野菜を作る事の楽しさを感じま
した。天候に左右され厳しい面も多いが、何倍もやりがいのある
仕事だと感じています。今後夫と二人で就農し、主に直売所へ野
菜を出荷し農業の仕事をしていこうと思います。
池田　浩史さん（笹原）　（トマト）　
　学生の頃より実家での農業経営を希望しており、兄と共同で経
営していくことで弘生区全体を活性化して行こうと思います。
田上　伸矢さん（弘生）　（イチゴ）　　
　学生時代に体調を崩し、療養を兼ね農作業を手伝いました。体
調が良くなり楽しかった経験から、自分でも始めてみようと思い
ました。地域の農業者の高齢化が進んでおり、若い自分が農業を
盛り上げて地域の活性化に繋げればと思います。浦川さん　 荒木市長　 池田さん　 田上さん

　市では次代の農業を担う若い農業者の就農定着を促進し、農業後継者の確保を図るこ
とを目的に新規就農奨励金を交付しています。

市内に居住、新たに農業に就業し、
就農時において満35才以下の人

１人20万円以内（予算の範囲内）
　問い合わせ先
　農政課農政班（合志庁舎）☎２４８－１４４５

②　就農奨励金の額

青年就農給付金事業
　県や市では青年新規就農者を確保定着させ、持続可能な力強い農業の実現を目指すこ
とを目的に青年就農給付金を交付しています。

道府県農業大学校や都道府県が指定する
先進農家・先進農業法人などで研修を受
ける人で、農業技術の研修中に給付金を
給付します。
　問い合わせ先　
　熊本県担い手・企業参入支援課　

☎３３３－２４３２

農業を始めてから経営が安定するまでの人
で、農業を始めて間もない時期に給付金を給
付します。

　問い合わせ先　
　農政課農政班（合志庁舎）

☎２４８－１４４５

①　準備型 ②　経営開始型

●①　交付対象者

※それぞれ給付要件の確認がありますので、必ず問い合わせください。

あなたの老後の備えは十分ですか？
農業者年金に加入しましょう

遊休農地をなくしましょう！
農地は荒らさず「耕作」しましょう

３　条
①許可申請書（認印可）
②土地全部事項証明書
③字図、位置図

①許可申請書（認印可）
②住民票　　　　　　　③字図、位置図　
④土地全部事項証明書　⑤法人登記簿謄本
⑥法人定款　　　　　　※⑤⑥は法人のみ

農業経営
基盤強化
促進法

①農地利用集積計画書（利用権設定関係）
②利用権設定等申出書
　いずれも認印可

①農地利用集積計画書（所有権移転関係）
②利用権設定等申出書（売手は実印、買手
は認印）　③印鑑登録証明書　④住民票　
⑤土地全部事項証明書　⑥法人登記簿謄本
　※⑥は法人のみ

貸　　　借 売　　　買
6,000 円
（３割）

10,000 円
（5割）認定農業者で青色申告者１

6,000 円
（３割）

10,000 円
（5割）認定就農者で青色申告者２

6,000 円
（３割）

10,000 円
（5割）

区分１または２の者と家族経営協定を締結し
経営に参画している配偶者または後継者３

4,000 円
（2割）

6,000 円
（３割）

認定農業者または青色申告者のいづれか一方
を満たす者で、3年以内に両方を満たすこと
を約束した者

４

̶6,000 円
（３割）

35歳まで（25歳未満の場合には10年以内）
に区分1の者となることを約束した後継者５

35歳以上35歳未満
国庫補助金政策支援加入条件

　
区分

（単位：月額2万円）

農地を「貸したい方」「借りたい方」を応援します

農地の貸し借り（農地中間管理事業）

1 農地を借受ける（農地中間管理権）

2 担い手（個人経営・法人経営・集
落営農など）がまとまりのある形
で農地を利用できるよう配慮して
貸付ける

3 貸し付けるまでの間、農地として
管理する

4 借受け先が確実な場合、簡易な条
件整備を実施する

熊本県農業公社
（農地中間管理機構）
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10,000 円
（5割）認定就農者で青色申告者２

6,000 円
（３割）

10,000 円
（5割）

区分１または２の者と家族経営協定を締結し
経営に参画している配偶者または後継者３

4,000 円
（2割）

6,000 円
（３割）

認定農業者または青色申告者のいづれか一方
を満たす者で、3年以内に両方を満たすこと
を約束した者

４

̶6,000 円
（３割）

35歳まで（25歳未満の場合には10年以内）
に区分1の者となることを約束した後継者５

35歳以上35歳未満
国庫補助金政策支援加入条件

　
区分

（単位：月額2万円）

農地を「貸したい方」「借りたい方」を応援します

農地の貸し借り（農地中間管理事業）

1 農地を借受ける（農地中間管理権）

2 担い手（個人経営・法人経営・集
落営農など）がまとまりのある形
で農地を利用できるよう配慮して
貸付ける

3 貸し付けるまでの間、農地として
管理する

4 借受け先が確実な場合、簡易な条
件整備を実施する

熊本県農業公社
（農地中間管理機構）



16,200 円
26,000 円
10,000 円

119
畑

13,400 円
20,000 円
10,000 円

25
田

ほ場整備外

12,000 円
20,000 円
5,800 円

73
畑

20,200 円
30,000 円
6,500 円

120
田

ほ場整備内

平 均 額
最 高 額
最 低 額

集計筆数
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平成26年1月～12月までに締結された賃借料水準は以下のとおりです。場所・作付作物などによって金額
に差があります。あくまで参考金額ですので契約にあたっては、貸し手借り手双方の信頼関係に基づき、十分
話し合いの上決めてください。

合志市農地賃借料情報

今回の表紙
養鶏を始めて50年３代続く養鶏農家。自然環境に恵まれた竹林の澄

んだ空気の中で約１万羽の鶏を育て卵を生産している㈱緒方エッグ
ファームの緒方克也・幸代さん夫妻（弘生）です。
飼育環境、餌にとことんこだわり鶏を健康に育て、安全で質の高い
卵をふんだんに使った「かぐや姫たまごのかすてら」などは高い評価
を得ています。近年はフランスの亜麻種子から作った機能性油脂（オ
メガ３）を飼料に導入し、人間の健康維持に必要な成分が豊富で栄養
価の高い「オメガ３たまご」の生産にも取り組んでいます。
「家畜を健康に育てることで安心・安全でおいしい卵が育ち、卵を
食べる人間も健康になる。」と克也さん。健康な卵づくりを目指すお２
人はパワーに溢れ輝いていました。
※オメガ３：魚油に含まれているＤＨＡやＥＰＡ、エゴマや亜麻種子などの植物油

に含まれているα－リノレイン酸などの脂肪酸の総称。

主な内容（Ｐ２～）
・新規就農者紹介・新規就農奨励事業・青年就農給付金事業・農地の貸し借り売買
・全国農業新聞・農地賃借料情報・申請スケジュール・女性アドバイザー視察・農業女性研修会

農業委員会申請関係スケジュール

あ  ま しゅ し

あ　ま しゅ し

「かぐや姫たまごのかすてら」
「かぐや姫たまご」
「鶏肉ソーセージ」
「ナチュラルオメガ３プレミアムたまご」

（金額は１０ａ当たり）

農地を売買・貸借するとき（3条申請・基盤強化）や、農地転用（4条申請・5条申請）などをするとき
は許可が必要です。申請の締め切り日や許可までのスケジュールは以下のようになっております。

日 程

申請書締め切り　毎月 10日

現地調査毎月 24日

農業委員会総会毎月 25日

県へ進達 公　告許可書交付月　末

許可書交付翌月末

４条 ５条 基盤強化３条

※締め切り日以降に申請があった場合の
　審議は翌月になります。

自分名義の農地を転用する
とき

他人名義の農地を買ったり
借りたりして転用するとき

専業農家が規模拡大の為に
農地を売買・貸借するとき

農地を売買・貸借するとき

※日程はあくまで目安で、前後することがあります。
※市街化区域内の届出は随時受け付けております。（受理通知には、受付日から 10 日程度かかります。）

９月18日・19日農業女性アドバイザー先進地視察研修に、農
業女性アドバイザー・女性農業委員など10人が参加しました。
女性農業者の経営参画事例として、家族でみかんを栽培する
苓北町「松本果実園」を視察。「加工所みかん屋さん」を自身で
建て、自家製みかんのシフォンケーキを東京や大阪の百貨店でも
広く販売している松本香代子さんから説明を受けました。
企業の農業参入事例として、天草市「㈱九電工　天草オリー

ブ園」を視察。清田隆二事業所長から説明を受けました。シフォ
ンケーキやオリーブオイルなどは味わい深いものでした。何かを
始め軌道に乗せるまでの重要性や、消費者ニーズにあった商品
を作り、付加価値を付け利益を上げることの難しさを感じまし
た。実践的な質問もあり、今後農業経営業務に生かすことができ
る有意義な研修でした。

12月４日、市担い手育成総合支援協議会・市認定農業
者協議会主催の合志市農業女性研修会を行ない、女性農
業者など２７人が参加しました。
研修会では、八代市でハーブ苗・花苗を栽培し、女性
のみの従業員11人と農業経営する「ファームたなべ花苗
育苗センター」所長の田辺美代子さんが「人生はチャレ
ンジ！」と題し、講演しました。女性ならではの感覚で
経営し、女性が働きやすい職場環境づくりに努めている
ことを説明。「従業員には直球勝負。みんな元気できれ
い、女性が元気だと農業も元気になる。」「チャレンジ
精神を忘れず道を切り開き、家族や従業員に感謝を忘れ
ず、これからも楽しい職場を作って行きたい。」と話し
ました。参加者からは経営に関する質問もあり、意見交
換を通して交流を深めることができました。

農業女性アドバイザー先進地視察研修
天草市・苓北町

人生はチャレンジ！
～農業女性研修会～

合志市
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